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自然公園等工事特記仕様書（自然公園編） 
 
Ⅰ 工事概要 
１．工 事 名：令和５年度皇居外苑桔梗濠ほか水草管理工事 
２．工事場所：東京都千代田区皇居外苑 桔梗濠、馬場先濠、日比谷濠（別添図面のと

おり） 

                   
 (写真：馬場先濠) 

３．工  期：令和６年３月 15 日まで 
４．工事内容：近年、濠水浄化が進み、各濠の透明度が向上してきた一方で、桔梗濠な

どで水草が異常に繁茂して水面が一面覆われ、悪臭や虫の発生、ブルーギルの駆除に

支障をきたす等の問題が生じるようになった。 

本工事は、水草の刈取りを行い、桔梗濠、馬場先濠、日比谷濠で景観管理を行うも

のである。 

・水生植物除去実施対象範囲   42,000m2（別添図面のとおり） 

・除去対象水生植物  ホザキノフサモ等  
・発生材場外搬出           一式 （想定量：刈草 47.0ｔ） 

 
Ⅱ 適用  
１． 本特記仕様書は、「自然公園等工事共通仕様書（自然公園編）」（以下「共通仕様書」

という。）でいう特記仕様書で、本工事に適用する。 
２． 本工事の施工に係る一般事項は、共通仕様書による。 
３． 追加事項が必要な場合には、空欄部分に記載する。 
４． 以下の項目は、該当する□欄に「レ」 の付いたものを適用する。 

 
Ⅲ 特記事項  
１．地域事項の概要  
・工事の実施時間は、月曜日から金曜日の午前 8時 30 分から午後 5 時までとすること。

その他の時間の工事実施については、皇居外苑管理事務所（以下「管理事務所」と

いう。）に申し出て承認を得ること。 
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・工事にあたっては、「皇居外苑作業心得」を厳守し、作業責任者は作業員の規律保持

に留意すること。 

・工事にあたっては、管理事務所から貸与する腕章を着用すること。 

・工事開始前及び工事終了後は、その旨を管理事務所に報告すること。 

・施工にあたって周辺施設・構造物等や樹木を損傷したり、通行者に被害を及ぼした

りすることのないよう十分注意し、常時工事区域周辺の安全管理を行うこと。 

・周辺施設・構造物等に、破損・汚損等の損害を与えた場合は、監督員に直ちに連絡

するとともに、請負者の責任において速やかに現況復旧すること。 

・工事にあたっては、疑義点が生じた際には、監督員に協議すること。 

・本特記仕様書に記載がなくとも、本工事を遂行するうえで当然必要な施工上の事項

については請負者の負担とする。 

 

 
２．一般共通事項  
☑ 工事写真は、（☑A4 版、☐ 版）の工事写真帳に整理して 1 部提出する提出するこ

ととし、写真はカラーでサービスサイズ程度とする。 
☑ 提出書類等は、契約書及び仕様書に記載された書類を一式作成し、監督職員に提出

する。なお、完成時は工事概要、完成図、実施工程表、出来高数量報告書、工事写

真記録を A4 版ファイルで整理すること。 
 
 
３．施工条件  

(1) 工事全般関係 
☑ ①各種積算の取組：現場環境改善費は効果が期待できないため積算しない。 

 ☑ ②積算補正：施工地域区分：市街地（DID 補正） 
☑ ③調査対象工事：工事着手前に周囲を含め現況等を確認し、図面・写真などに整理

のうえ監督職員に報告し、その指示に従うこと。本工事に使用する重機等は、車

両の進入できる範囲が限定されるため、現場確認を行い、安全に運搬できる車種

を選定すること。 

(2) 工程関係 

☑ ①関連機関との協議による制約 

a.関連機関：宮内庁、皇宮警察、東京都建設局、丸の内警察署 

b.制約内容：事前に作業日、作業内容の連絡をすること。 

c.制限内容：事前連絡なしで就業することはできない。 
(3) 安全対策関係 

☑ ①交通誘導警備員の配置 
a.対象要因：桔梗濠、馬場先濠、日比谷濠における水草除去、発生材の場外搬出  
b.対象箇所：隣接道路、歩道ほか 
c.対象期間：施工対象濠周辺部での施工期間中等（適宜） 

d.その他：監督職員に予め確認すること。工事に際しては、歩行者や車両の安全を



 

3 
 

確保するため、必要に応じて交通誘導員を配置するなど安全対策を講じ

なければならない。 
☑ ②対策をとる必要がある他施設との近接工事 

a.対象施設・管理者：周辺道路、建物等 
b.対象箇所：桔梗濠、馬場先濠、日比谷濠周辺部 
c.施工条件：事前調整、手続き等 
d.その他（協議状況他）：監督職員に予め確認すること。工事で施工対象濠の隣接

道路を使用する場合は、あらかじめ道路管理者等に許可を得ること。 
 

４．特記仕様    
Ⅰ水生植物管理 
１．水生植物除去工 
（１）作業にあたっては、刈取り作業船等により地際からホザキノフサモ等の除去を

行うものとする。 
（２）除去より発生したホザキノフサモ等は、速やかに場外に搬出し適正に処理する

こと。 
（３）濠内に落ちているゴミ類（ビニール、缶等）がある場合は分別し、管理事務所

集積所まで運搬すること。 
（４）運搬に当たっては、トラック等から水分が流れ出ないように配慮すること。 
（５）刈取り後、水面に残った水草は回収すること。 

   

   ５．発生材場外搬出処理 
  （１）除去した水生植物は、再資源化施設に搬出し関係法令に従い適正に処理するこ

と。 
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図 1 実施場所位置図 

 

 

令和 5 年度皇居外苑桔梗濠ほか水草管理工事 

     施工範囲 

凱旋濠 

 

桜田濠 

 

和田倉濠 

清水濠 

牛ヶ淵 

桔梗濠 

 

千鳥ヶ淵 

日比谷濠 

蛤濠 

馬場先濠 

 

半蔵濠 

 

大手濠 

 

水草刈取り42,000㎡ 



 

 

別添 

 

図 2 桔梗濠(大手門周辺 5,950 ㎡) 

 

図 3 桔梗濠(桔梗門周辺 3,000 ㎡) 
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図 4 馬場先濠(19,550 ㎡) 

 

 

図 5 日比谷濠(13,500 ㎡) 

 



 

皇 居 外 苑 工 事 作 業 心 得  
 
 
 

環 境 省 皇 居 外 苑 管 理 事 務 所        

環 境 省 皇 居 外 苑 管 理 事 務 所 北 の 丸 分 室  
 
第 １ 条 （ 目 的 ）   
            本 心 得 は 、 皇 居 外 苑 内 に お い て 実 施 す る 工 事 に つ い て 、 工 事 請 負 者 等 を 対

     象 に 遵 守 す べ き 事 項 を 定 め 、 そ の 徹 底 を 図 る こ と に よ り 、 安 全 で 快 適 な 公 園

     利 用 と 円 滑 な 工 事 の 推 進 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  
 
第 ２ 条 （ 工 事 請 負 者 の 職 員 及 び 作 業 員 の 義 務 ）  
        1. 苑 内 で は 、 皇 居 外 苑 管 理 事 務 所 よ り 貸 与 さ れ た 腕 章 を 常 時 着 用 す る も の と

     す る 。  
2. 休 憩 時 間 は 、 皇 居 外 苑 管 理 事 務 所 が 指 定 す る 場 所 を 使 用 す る も の と す る 。  
3.  来 苑 者 に 不 快 感 を 与 え る 服 装 及 び 、 妄 り な 行 動 は 慎 む も の と す る 。  

        4.  喫 煙 は 指 定 場 所 の み で 行 う こ と 。  
        5. 来 苑 者 と の ト ラ ブ ル は 絶 対 に 起 こ し て は な ら な い 。 万 一 生 じ た 場 合 は 、 直

     ち に 皇 居 外 苑 管 理 事 務 所 に 報 告 す る も の と す る 。  
 
第 ３ 条 （ 車 輌 等 の 使 用 ）   

1.  車 輌 等 に は 、 皇 居 外 苑 管 理 事 務 所 が 貸 与 す る 駐 車 証 又 は 通 行 証 を 車 輌 等 の  

    外 部 か ら 一 目 で 確 認 で き る 場 所 に 常 時 掲 出 す る も の と す る 。  
2.  貸 与 さ れ た 駐 車 証 は そ の 都 度 、 又 、 通 行 証 は 、 工 事 完 了 後 速 や か に 皇 居 外  

     苑 管 理 事 務 所 に 返 却 す る も の と す る 。  
        3. 苑 内 で は 時 速 １ ５ ｋ ｍ ／ 時 以 下 で 走 行 す る も の と し 、 来 苑 者 等 の 安 全 確 保

      に は 十 分 留 意 す る こ と 。  
        4.  警 笛 に つ い て は 、 緊 急 か つ 、 や む を 得 な い 場 合 を 除 き 鳴 ら さ な い こ と 。  
        5. 苑 路 以 外 の 場 所 に 進 入 し て は な ら な い 。 や む を 得 ず 進 入 す る 必 要 の あ る 場

     合 は 、事 前 に 皇 居 外 苑 管 理 事 務 所 に 申 し 出 し 、指 示 を 得 る も の と す る 。ま た 、

     歩 行 者 用 苑 路 や 砂 利 内 に 設 置 の あ る バ リ ア フ リ ー 路 は 極 力 、 走 行 を 避 け る こ

     と 。  

        6. 車 両 の 駐 車 は 指 定 さ れ た 場 所 以 外 で は 行 わ な い こ と 。 や む を 得 ず 指 定 場 所

      以 外 に 駐 車 し な け れ ば な ら な い 場 合 は 、 そ の 都 度 皇 居 外 苑 管 理 事 務 所 の 指 示

     を 得 る も の と す る 。  
7.  駐 車 中 は 作 業 の 動 力 と し て 使 用 す る 等 や む を 得 な い 場 合 を 除 き 、 エ ン ジ ン  

     を 停 止 す る も の と す る 。  
 
第 ４ 条 （ 作 業 時 間 ）  
        1.  作 業 時 間 は 原 則 と し て 「 ８ 時 ３ ０ 分 か ら １ ７ 時 」 ま で と し 、 こ の 時 間 外 の

       作 業 を 行 う 場 合 は 事 前 に 皇 居 外 苑 管 理 事 務 所 の 承 諾 を 得 る こ と 。  
 
第 ５ 条 （ 土 日 及 び 祝 日 等 の 作 業 ）  



1.  休 日 に 作 業 を 行 う 場 合 は 、 事 前 に 皇 居 外 苑 管 理 事 務 所 に 報 告 し 、 承 諾 を 得  

      る こ と 。  
第 ６ 条 （ 現 場 の 安 全 管 理 ）  

1.  工 事 現 場 は 原 則 と し て 、 保 安 柵 又 は シ ー ト 等 で 囲 み そ の 中 で 作 業 を 行 う も  

      の と す る 。  
        2. 請 負 者 は 、 来 苑 者 が 工 事 現 場 に 立 入 ら ぬ よ う 注 意 看 板 等 の 措 置 を 講 じ る も

       の と す る 。  
        3. 工 事 資 材 置 場 は 皇 居 外 苑 管 理 事 務 所 の 指 定 す る 場 所 を 使 用 す る こ と 。 又 、

      四 散 し た り 、 盗 難 に あ わ ぬ よ う 必 要 な 措 置 を 講 じ る こ と 。  
4.   工 事 現 場 に お け る 火 気 の 使 用 は 、 工 事 目 的 に 直 接 使 用 す る 場 合 に 限 る も の  

      と し 、 目 的 以 外 に 使 用 す る 場 合 は 、 事 前 に 皇 居 外 苑 管 理 事 務 所 の 許 可 を 受 け

     そ の 指 示 に 従 う も の と す る 。  

5.   工 事 現 場 及 び そ の 付 近 は 、 常 に 整 理 整 頓 を 心 が け る こ と 。  

6.   工 事 現 場 に お い て 万 一 事 故 が 発 生 し た 場 合 は 、速 や か に 皇 居 外 苑 管 理 事 務

所 に 報 告 す る も の と す る 。  

 
第 ７ 条 （発生材） 

1.  苑 内 工 事 に よ る 発 生 材 は 、 リ サ イ ク ル 処 分 を 原 則 と す る 。  

2． 苑 内 工 事 に よ る 発 生 材 は 、原 則 、当 日 中 に 苑 外 へ 処 分 す る 。苑 外 へ の 搬 出

が で き な い 場 合 に は 、 事 前 に 承 諾 を 得 る も の と す る 。  

3． 庭 園 維 持 管 理 作 業（ 除 草 、剪 定 な ど ）に お い て 枝 葉 類 が 濠 に 落 ち た 場 合 に

は 、 速 や か に 網 や ボ ー ト を 使 用 し て 丁 寧 に 拾 う こ と 。  

4． 業 務 外 の ゴ ミ で あ っ て も 苑 内 で 目 立 つ ゴ ミ に つ い て は 、拾 う こ と 。こ れ ら

の ゴ ミ に つ い て は 事 務 所 に て 引 き 取 る 。  

 
第 ８ 条 （ 請 負 者 の 責 務 ）  
        1.  工 事 現 場 に お い て 万 一 事 故 が 発 生 し た 場 合 は 、 速 や か に 皇 居 外 苑 管 理 事 務

     所 に 報 告 す る も の と す る 。  
    2. 請 負 者 は 上 記 事 項 に つ い て 、 工 事 に 従 事 す る 職 員 及 び 作 業 員 全 員 に 周 知 徹

      底 さ せ る も の と す る 。  



工事名称

令和５年度皇居外苑桔梗濠ほか水草管理工事

工事場所

東京都千代田区皇居外苑桔梗濠・馬場先・日比谷濠

工事概要

見積り参考書

本業務は、桔梗濠・馬場先・日比谷濠に発生しているホザキノフサモ等を刈取
り繁茂を抑制し、景観を整える。



規　格 数 量 単位 単　価 金　　額 摘　　　要

Ⅰ 水生植物管理工

１．水生植物除去工 42,000 ㎡

計

２．発生材場外搬出処理

運搬費 場外搬出 19 台

処分費 47.0 ｔ

計

３．共通仮設費仮設工

交通誘導員Ａ 10 人

計

直接工事費計

諸経費

共通仮設費 1 式

共通仮設費(機材運搬費) 1 式

共通仮設費(仮設フェンス) 1 式

純工事費計

現場管理費 1 式

工事原価計 

一般管理費 1 式

工事価格計

消費税等相当額

工事費合計

（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定事業主負担額　　　　　　　　　　　　　　円）

区分・工種・種別・細別
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